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　 6 月 11 日（火）、「男女平等月間」の取り組みとして、愛媛労働局雇用・環境均等室へ「雇
用における男女平等に関する要請」を連合愛媛ジェンダー平等・多様性推進委員と女性委員
会および事務局計 12 名で実施しました。
　要請内容の概略は、『①地方公務員の臨時・非常勤職員のうち 9 割を占めている会計年度
任用職員は、女性割合が全体の約 8 割（2020 年度）で圧倒的多数を占めています。会計年度
任用職員に対しては、総務省が都道府県知事等宛てに通知を毎年、発出し、任用や給与など
について対応が十分でない団体があると指摘したうえで適正な運用を求めている。②今年
1 月に発災した、能登半島地震の初動の遅れが問題視され、特に女性・子どものニーズが十
分汲み取られていない。防災・復興に係る女性の参画の必要性は東日本大震災の経験から得
た教訓であり、災害の発生に備えた事前の対策と、多様なニーズを反映できる計画の策定が
必要。③女活法改正により、一般事業主行動計画の策定義務が 2022 年より常時雇用労働者
101 人以上の事業主に拡大されているが、一方、100 人以下事業主は努力義務で、多くの労
働者が中小企業で働いていることを踏まえれば、100 人以下事業主にも行動計画策定の取り
組みを促すことが重要である。また、301 人以上の事業主を対象に公表が義務化された「男
女の賃金の差異」について、単なる数値の公表だけでなく、賃金格差の要因分析・是正に向
けて取り組みを促すことが必要。さらには、公表が義務化されていない 300 人以下事業主に
ついても格差の縮小に向けた自発的な取り組みを促す必要がある。④厚労省「職場のハラ
スメントに関する実態調査」（2020 年調査）では、過去 3 年間に相談があったと回答した企
業の割合をみると、パワハラ（48.2％）、セクハラ（29.8％）、顧客等からの著しい迷惑行為

（19.5％）の順に高い。国内の機運の高まりを踏まえ、あらゆるハラスメントの根絶に向け
た取り組みの実施が必要で、あわせて、消費者に対しても理解を求める必要がある』等を説
明し、4 項目について見解を求めました。
　概要説明後、渡部室長から要請に対する見解が示されました。その後、意見交換を通じ参
加者とさらに認識を深めました。
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　 6 月 11 日（火）、愛媛労働局雇用・環境均等室へ、雇用における男女平等に関する要
請行動の後、連合愛媛ジェンダー平等・多様性推進委員と女性委員会および事務局計 12
名で、松山市宮田町のフジグラン松山前交差点付近において、街頭行動を実施しました。
　街頭では、「STOP ！カスハラ・STOP ！賃金格差」のチラシ入りポケットティッシュ
を配布しながら、寺田副事務局長より『DV や不安定雇用による生活困窮など、従前よ
り女性が抱えている問題がコロナ禍で顕在化しました。「孤独・孤立対策」を含めた女
性への包括的支援を推進することにより、女性の人権が尊重され、安心して、かつ自立
して暮らせる社会の実現に寄与することを目的として、4 月 1 日より「困難な問題を抱
える女性への支援に関する法律」が施行されています。
　また、1 月 1 日に発生した能登半島地震では、被災地の女性のニーズが十分汲み取ら
れず、女性の視点を取り入れた災害対策の必要性が改めて浮き彫りになりました。地域
の防災計画の策定から災害時の支援に至るまで、女性の参画促進が求められています。
すべての人の人権が尊重され、誰もが自らの能力を十分に発揮し、安心して暮らせる社
会の実現に向け、取り組みを強化しなければならない』と訴えました。 　 6 月 15 日（土）に松山市窪野町水田でアジア・アフリカ支援米の田植えを実施し、

組合員や家族など 66 名が参加しました。
　この取り組みは、生産調整田に支援米を作付けし、飢餓や食糧不足に陥っているア
ジア・アフリカの国々へ支援米を送ることを目的に展開しています。
　当日は、梅雨時期ではあるものの天候に恵まれ、組合員や家族らが普段することの
ない田植えを実施しました。苗を植える目安となる等間隔に印のついたヒモを使用し、
地権者（相原さん）に教えていただきながら苗を植えました。苗同士の間隔が狭すぎる
と苗に十分に栄養が行き渡らなかったり、土の中までしっかり植えないと苗が倒れて
しまったり、難しい作業を泥だらけになりながら体験することができました。
　今後は、10 月に稲刈りを行い 12 月に支援米として発送する予定です。

　 2024 年度、平和 4 行動のスタートとなる「平和行動 in 沖縄」が 6 月 22 日（土）～ 25 日（火）
にかけ開催され、連合愛媛からは、各構成組織より選出された皆さんと事務局の 6 名が参加
しました。
　 6 月 23 日（日）に開催された「2024 平和オキナワ集会」には全国の地方連合と連合構成
組織の組合員たち約900名が集結し、前泊博盛氏（沖縄国際経済学部地域環境政策学科 教授）
による「再考・日米地位協定～“標的の島”からの警告：米軍、軍拡、憲法、自衛隊～」の
基調講演に続き、平和式典では、清水連合事務局長より「在日米軍基地の整理・縮小と日米
地位協定の抜本的見直しを強く求めるとともに世界の恒久平和の実現に向けて平和運動を推
進しよう」とあいさつされました。その後、ピースフラッグを連合広島へ引き継ぎ、「沖縄
からの平和アピール（案）」を採択し、今後も粘り強く運動を進めていくことを確認しました。
　 6 月 24 日（月）には、連合沖縄青年委員会のメンバーが、ガイドを務める「ピース・フィー
ルドワーク」に参加し、名護市瀬嵩の浜（辺野古キャンプシュワブ）・嘉手納基地・チビチ
リガマ（集団自決）・嘉数高台（普天間基地）の見学では、変わりゆく辺野古の海やチビチリ
ガマでの親族同士による集団自決など、悲惨な戦争の歴史を振り返り改めて平和への願いを
強く思うとともに、今回の経験を次代へと伝えていかなければならないと感じました。
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